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農
業
者
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
， 

昨
年
の
季
節
は
ず
れ
の
天
候
に
困
惑
し
つ
つ
も
何
と
か
し
の
ぎ
き 

り
，
２
０
１
６
年
の
年
始
を
お
健
や
か
に
迎
え
ら
れ
た
こ
と
と
思
い 

ま
す
。
皆
様
が
，
ご
健
康
で
幸
多
き
一
年
と
な
ら
れ
ま
す
こ
と
を
心 

か
ら
念
願
い
た
し
ま
す
。
ま
た
，
国
内
競
争
激
化
・
市
場
争
奪
と
い 

う
荒
波
の
な
か
，
皆
様
方
の
懸
命
な
努
力
に
よ
り
ま
し
て
，
実
り
と 

共
生
の
地
域
環
境
が
保
た
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
，
こ
こ
で
あ
ら
た

め
て
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。 

さ
て
，
昨
年
の
８
月
末
に
会
長
に
就
任
し
ま
し
て
早
い
も
の
で
約 

５
か
月
，
こ
れ
ま
で
現
場
を
主
体
と
し
て
き
た
委
員
会
活
動
と
は
ま 

た
違
っ
た
責
任
を
感
じ
，
こ
れ
ま
で
以
上
に
，
率
先
し
て
業
務
に
取 

り
組
ん
で
い
く
決
意
で
あ
り
ま
す
。
昨
年
に
は
，
農
協
や
わ
れ
わ
れ 

農
業
委
員
会
の
組
織
に
つ
い
て
改
革
を
す
る
法
律
改
正
が
あ
り
，
本 

年
４
月
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
の
で
，
体
制
の
充
実
を
図
り
な
が
ら
， 

し
っ
か
り
と
力
を
注
い
で
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

今
般
の
貿
易
交
渉
に
関
し
て
は
，
関
税
緩
和
・
撤
廃
等
に
よ
り
国 

際
取
引
の
推
進
・
活
発
化
は
否
め
ず
，
国
内
需
給
・
地
産
地
消
の
面

な
ど
で
，
そ
の
影
響
が
大
い
に
懸
念
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
，
先
の

改
革
の
み
な
ら
ず
，
農
業
者
目
線
に
視
点
を
置
い
た
温
か
み
の
あ
る

諸
施
策
が
図
ら
れ
，
農
業
者
の
社
会
的
・
経
済
的
地
位
向
上
に
つ
な

が
る
こ
と
を
切
願
し
て
お
り
ま
す
。 

最
後
に
，
農
業
の
未
来
が
少
し
で
も
明
る
く
な
る
よ
う
に
，
そ
し

て
皆
様
の
お
役
に
立
て
る
よ
う
に
，
こ
れ
か
ら
３
年
間
の
任
期
を
終

え
る
ま
で
精
一
杯
頑
張
っ
て
ま
い
り
ま
す
の
で
，
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 

 

あすに向かう夕日に映える広大な沃野・その奥には潤いの源 北浦が 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

※ 氏名の頭には農業委員会の役職を記載しております。 

※（  ）内には，住所地と公選・選任の別を記載しています。公選は選挙，団選は土地改良 

区・農協・共済組合いずれかの推薦による選任，議選は市議会推薦による選任です。 

 

地 区 名 担当農業委員氏名等 地 区 名 担当農業委員氏名等 

大小志崎，武井釜 
副会長 出 頭 勝 美 

(武井釜・公選) 
明石，小宮作，下津 

内 田 政 文 

(荒野・議選) 

浜津賀，荒井 
会 長 橋 本  正 

(浜津賀・公選) 
神向寺，宮津台 

石 津 初 美 

(神向寺・公選) 

青塚 
大 嵜  優 

(青塚・公選) 
国末，泉川，粟生，光 

野 口 進一郎 

(谷原・団選) 

角折，棚木 
長 岡 俊 雄 

(角折・公選) 

谷原，下塙，佐田，根三田，

木滝佐田谷原入会 

編集副委員長 藤 井 健 司 

(平井・公選) 

荒野 
高 田 弘 平 

(荒野・公選) 
長栖，鰐川，木滝 

橋 本 喜 美 

(長栖・公選) 

小山，清水 
清 宮 茂 信 

(青塚・公選) 

鉢形，港ヶ丘，旭ヶ丘，鉢形

台，高天原，平井，平井南 

飯 塚 俊 雄 

(平井・議選) 

林，田野辺 
堺 田 廣 次 

(荒野・公選) 

宮中の一部（神領，中町附，

宮中野，大町附，緑ヶ丘１～

４丁目，厨１～５丁目） 

農地副部長 大 川 恒 雄 

(明石・公選) 

奈良毛，中 

 

永 作 幸 雄 

(津賀・団選) 

宮中の一部（三笠山，東山，

神野向），神野１～４丁目，

宮中１～８丁目，宮下１～３

丁目，城山１～４丁目 

 

川 井 宏 子 

(林・議選) 

和 
農地部長 山 本 清 治 

(和(塙)・公選) 
沼尾，須賀 

塚 原 義 康 

(沼尾・公選) 

津賀 
農政副部長 橋本 重右衛門 

(津賀・公選) 

山之上，田谷，田谷沼， 

猿田 

山 野 市 郎 

(田谷・公選) 

武井 
編集委員長 大 槻 勝 敏 

(武井・公選) 
爪木，大船津 

藤 崎 正 弘 

(和(中坪)・団選) 

志崎 
農政部長 東 峰  守 

(武井釜・公選) 

★ ★ 

（何かございましたら，遠慮なく，お気軽にご相談ください） 

任期は平成２７年８月２７日から 
平成３０年８月２６日までの ３年間 
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１農業委員の選出方法が変わります。 

    〇公選制から任命制へ。 

     農業委員の選出方法は，公職選挙法に基づく選挙や農業関係団体，議会の推薦に基づく 

選任であったものから，市町村長が議会の同意を得て任命する方法に変わります。 

     市町村長は，任命に当たって，あらかじめ地域の農業者や農業団体等に候補者の推薦を 

    求めたり，公募も行います。その結果は公表が義務づけられ，市町村長にはこれを尊重す 

    ることが求められています。 

    〇認定農業者を委員総数の過半に，利害関係者以外も登用，女性や青年の登用促進も。 

     農業委員の過半は，認定農業者であることが求められます。また，農業委員会の所掌事 

    務に関して利害関係のない者を１人以上含めることが求められます。そして，年齢・性別 

    に著しい偏りが生じないように配慮することも求められています。 
 

２農地利用最適化推進委員が設置されます。 

〇地域で実際の活動をする推進委員を委嘱します。 

      これまで農業委員会は，農地法等に基づく許認可事務のほかに，農地利用の確保，農地 

    の効率利用の事務が「行うことができる」とされていました。今回の法改正によりこれら 

の事務は，「農地利用の最適化の推進（①担い手への集積・集約化②耕作放棄地の発生防止 

・解消③新規参入の促進）」として必須業務と位置づけられ，取り組み体制を強化するため 

この推進に熱意と識見を有する者のうちから，農地利用最適化推進委員を農業委員会が委 

嘱します。 

     推進委員候補者も，地域からの推薦，公募を行い，その結果を公表し，委嘱に当たり， 

    尊重します。なお，農業委員と同時に候補者となれますが，その役職を兼ねることは出来 

ません。 
 

〇推進委員は，農業委員会の総会に出席し意見を述べることができます。 

     農業委員会の総会では，推進委員に対して担当地域における活動の報告を求めることが 

でき，推進委員も総会に出席して意見を述べることができます。 

 

（注）改正法の施行は，平成２８年４月１日です。 

（鹿嶋市の場合，平成３０年８月２７日から新制度が適用されます。） 

 

平成２８年からは，農業委員会委員の選挙人名簿登載申請書の提出はなくなりました！ 

     上記のとおり，農業委員会等に関する法律の改正があり，例年提出していただいていた選挙 

    人名簿調製のための登載申請書の提出は今回（平成２８年）からなくなりました。 

 

平成２７年９月に 農業委員会等に
関する法律の改正 がありました。 

制度改正のポイント 
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み
な
さ
ん
，
平
成
２
８
年
を
心
新
た

に
ス
タ
ー
ト
で
き
た
で
し
ょ
う
か
。 

農
業
の
将
来
が
不
安
視
さ
れ
る
折
，

農
業
情
勢
は
，
ま
た
一
段
と
不
透
明
さ

を
増
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
り

ま
せ
ん
。
農
家
が
安
心
し
て
，
誇
り
を

持
っ
て
営
農
で
き
る
環
境
に
な
り
，
暮

ら
し
の
立
つ
農
業
，
将
来
を
描
け
る
農

業
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。 

最
後
に
な
り
ま
す
が
，
本
紙
へ
の
ご

意
見
等
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
お
寄
せ
く

だ
さ
い
。 
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※平成２８年度の農地の賃借料情報及び農作業標準賃金は，３月または４月頃の広報かしまに掲載予定です。 

農地中間管理事業の活用を！ 

 農地中間管理機構（公益社団法人茨城県農林振興公社）では，随時，農地を借り受けし， 

担い手の方に対し，機構が借り受けた農地を転貸します。農地を相続したが自ら耕作できな

い，経営転換したい（田んぼをやめたい）時などご相談ください。貸借条件は両者の話し合

いで決めていただきます。詳しくは，鹿嶋市農林水産課（電話８２－２９１１内線３８１）

または鹿嶋市農業公社（電話８３－５６１１）にお尋ねください。  

 

 
農地法の許可申請等の日程 

は，下記のとおりです。 
  

（土・日・祝日等の場合は 

変更しています） 

編集委員会

 委 員 長  大槻  勝敏 

 副委員長  藤井  健司 

 委  員 山本  清治 

東峰   守 

川井 宏子 

内田 政文 

藤崎 正弘 


